
北名古屋いきいき給食特区計画変更に伴う新旧対照表 
新 旧 
 

構造改革特別区域計画 
 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

北名古屋市 
 

２ 構造改革特別区域の名称 

北名古屋いきいき給食特区 
 

３ 構造改革特別区域の範囲 

北名古屋市の全域 
 

４ 構造改革特別区域の特性 

本市は、平成１８年３月に師勝町と西春町が合併して誕生した。

名古屋市の中心部から１０ｋｍ圏内に位置し、南部は、名古屋市、

東部は、豊山町、西部は、清須市、北部は、小牧市、岩倉市、一

宮市に接している。市域は、東西約６ｋｍ、南北約４ｋｍで面積

は約１８．３７㎞２とコンパクトな都市である。 
交通の利便性にも恵まれ、市の中央を名鉄犬山線が南北に走り、

名古屋市営地下鉄が相互乗り入れにより名古屋市中心部への通勤

通学の利便性が高く、市の周囲には名神高速道路や東名阪自動車

道、名古屋高速道路等の道路交通アクセス拠点にも近く、広域交

通の利便性にも優れている。 
濃尾平野の肥沃な土地に恵まれ、農業を中心に発展したが、近

年は交通の利便性の高さから、名古屋大都市圏の発展と共に人口

が急増した。現在でも市内の約３０パーセントは田畑が残り、新

興住宅地でありながら農村的風景を多く残している。 
平成２７年１月１日現在の人口は、８３，８４０人、世帯数は

３４，５６５世帯であるが、今後の人口は、合併当初から緩やか
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３ 構造改革特別区域の範囲  

北名古屋市の全域  

 

４ 構造改革特別区域の特性  

本市は、平成１８年３月に師勝町と西春町が合併して誕生した。

名古屋市の中心部から10ｋｍ圏内に位置し、南部は、名古屋市、

東部は、豊山町、西部は、春日町、北部は、小牧市、岩倉市、一

宮市に接している。市域は、東西約6km、南北約4ｋｍで面積は約

18.37㎞2とコンパクトな都市である。  

交通の利便性にも恵まれ、市の中央を名鉄犬山線が南北に走り、

名古屋市営地下鉄が相互乗り入れにより名古屋市中心部への通勤

通学の利便性が高く、市の周囲には名神高速道路や東名阪自動車

道、名古屋高速道路等の道路交通アクセス拠点にも近く、広域交

通の利便性にも優れている。  
濃尾平野の肥沃な土地に恵まれ、農業を中心に発展したが、近

年は交通の利便性の高さから、名古屋大都市圏の発展と共に人口

が急増した。現在でも市内の約３０パーセントは田畑が残り、新

興住宅地でありながら農村的風景を多く残している。平成２０年

５月１日現在の人口は、８０，６０１人世帯数は、３１，６９２

世帯であるが、今後の人口は、緩やかに増加し続け、少子化が進
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に増加し続け、少子化の進行にはどめがかかっている。特に久地

野地区では、１・２歳児の保育ニーズが高いために既存の保育所

では対応できないために、平成２５年４月に乳児専用の分園を開

設して待機児童の解消に努めている。この状況は、市内全域で起

こることが予想されるため、早急な対応を求められている。 
今後も人口と世帯数が増加するも核家族化が進み、若い夫婦共

働きの子育て家庭が増えると予想されるため、本市では増加する

多様な保育ニーズに対応した子育て支援を重要な施策として位置

づけている。 
保育所は、１箇所の分園を含めて市内に１５施設あり、平成２

７年１月１日現在で１，６８０名のゼロ歳児から５歳児までの乳

幼児を保育し、各施設で延長保育、一時保育、特定保育、障害児

保育などの特別保育を実施し、保育の充実を図っている。 
市内の保育園の大半は、昭和４５年前後の高度成長期に急造的

に建設された。順次建替えを行っているが、昨今の財政状況から

建替えや大規模改修がままならない状況にあり、調理室設備の老

朽化と園児の増加・多様化する保育需要や保育所運営経費の増加

に伴うコスト削減により、園内調理での対応が困難な状況にある。

また、食育基本法が制定され、食育への取り組みが求められる

中、本市でも平成２１年３月に『北名古屋市食育推進計画』を作

成し、乳幼児から成人まで食育に関する啓発活動を行っている。

保育施設や療育施設でも食育教育を実践している。 
学校給食においては、食材の地産地消と給食の献立の工夫とい

った検討を行い、食育に積極的に取り組んでいる。 
そのような状況の中、平成２０年８月２２日に『公立保育所に

おける給食の外部搬入方式の容認事業』で構造改革特別区域の認

定を受けて、市内にある２箇所の学校給食センターから公立保育

所へ、調理した給食を搬入している。 
しかし、既存の学校給食センターは、昭和４５年前後の開設で

むものの、子育て世代の人口が横ばいで推移することが予想され

る。核家族化が進み、新しい世帯の多くが、夫婦共働きの子育て

家庭であるため、本市では増加する多様な保育ニーズに対応した

子育て支援を重要な施策として位置づけている。  

保育所は、市内に１４施設あり、全体で約１，８５０名のゼロ

歳児から５歳児までの乳幼児を保育し、各施設で延長保育、一時

保育、特定保育、障害児保育、病後児保育などの特別保育を実施

し、保育の充実を図っている。  

市内の保育所の大半は、昭和４５年前後の高度成長期に急造的

に建設された。順次建替えを行っているが、昨今の財政状況から

建替えがままならない状況にあり、調理室設備の老朽化と園児の

増加・多様化する保育需要により、園内調理での対応が困難な状

況にある。 

食育基本法が制定され、食育への取り組みが求められる中、学

校給食では、地産地消と食育に積極的に取り組んでいる。 
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あり、業務の効率化の推進や運営経費の削減、建築及び設備機

器の老朽化による更新の時期に来ていることもあり、新たに統合

した給食センターの移転改築を決定し、平成２７年９月１日開設

予定で建設を進めている。 
 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

近年、核家族化、夫婦共働き世帯の増加など社会構造の変化に

より、家庭の養育機能の低下が指摘され、そのひとつとして児童

の食習慣の乱れが挙げられている。その中、家庭の養育機能を補

完し、養育者の仕事と子育ての両立支援を行う保育所の役割は重

要であり、様々な子育て支援サービスを充実させていく必要があ

るが、一方で保育所運営の合理化等により、地方自治体の限られ

た財源を効率的に活用することが不可欠となっている。 
公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業を実施する

ことにより、食材の一元購入や調理員の適正配置による調理業務

経費、施設整備の維持管理経費等の節減につながり、保育所運営

の合理化を図ることで子育て支援施策の充実のための財源の確保

に効果を発揮している。 
食育の面では、学校給食センターと保育所が連携することで、

乳幼児期からの発達段階に応じた児童の食に対する嗜好や、食習

慣を情報交換、把握することにより、乳幼児期からの一貫した食

育を実施することができ、入所児童に対して正しい食習慣の定着

を進めている。 
学校給食センターでは、地産地消に取り組み、従来保育所では、

少量調達できなかった地域食材の給食での供与できることにな

り、乳幼児期から地元の食材になじむことにより、地産地消が促

進されている。 
 

 

 

 

 

 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義  

近年、核家族化、夫婦共働き世帯の増加など社会構造の変化に

より、家庭の養育機能の低下が指摘され、そのひとつとして児童

の食習慣の乱れが挙げられている。その中、家庭の養育機能を補

完し、養育者の仕事と子育ての両立支援を行う保育所の役割は重

要であり、様々な子育て支援サービスを充実させていく必要があ

るが、一方で保育所運営の合理化等により、地方自治体の限られ

た財源を効率的に活用することが不可欠となっている。  

公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業を実施する

ことは、食材の一元購入や調理員の適正配置による調理業務経費、

施設整備の維持管理経費等の節減につながり、保育所運営の合理

化を図ることで子育て支援施策の充実のための財源の確保が可能

となる。  

食育の面では、学校給食センターと保育所が連携することで、

乳幼児期からの発達段階」に応じた児童の食に対する嗜好や、食

習慣を情報交換、把握することが出来、乳幼児期からの一貫した

食育が可能となり、正しい食習慣の定着を図ることが可能となる。 

学校給食センターでは、地産地消に取り組んでおり、従来保育

所では、少量調達できなかった地域食材の給食での供与が可能と

なり、乳幼児期から地元の食材になじむことは、地産地消の促進

に資する。  
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今回、学校給食センターの統合による移転改築を実施すること

は、 新設備での調理により、衛生的な環境で安全な給食が提供

でき、光熱水費や職員人件費等の管理費の縮減及び食材の一括購

入による提供する給食の統一化や原材料費のコスト削減を図る上

で有効な手段となると期待できる。 
 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

(1) 学校給食センターからの給食外部搬入方式の導入による公

立保育所の運営の合理化を進め、増大し、多様化する保育ニー

ズに対応した保育を実現する。 
(2) 保育所や学校給食センター等関係機関が連携して食育に取

り組み、乳幼児期からの正しい食習慣の定着と健やかな成長に

努める。 
(3) 給食に地元食材を活用することで、乳幼児期から地元の食材

に慣れ親しむ環境を作ることにより、地産地消の促進を図り、

将来的には乳幼児から児童・生徒に対して農業への関心の向上

へとつなげる。 
 

７ 構造改革特別区域の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社

会的効果 

(1) 給食センターが一元的に食材等を大量購入し、調理するこ

とや、材料費・人件費・光熱費等給食の調理に係る経費が節

減されることにより合理化が図られ、保育所の効率的な運営

が実現される。 
(2) 衛生面等で設備の整った大型施設で調理することにより、

経費節減した財源を保育サービスの拡充に充てることが可

能となることで、養育者が安心して子どもを預けられる環境

を提供することになり、子育て家庭の仕事と子育ての両立支

援をすることによる少子化の抑制対策となる。 
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(3) 乳幼児期からの一貫した食育と地産地消に取り組むこと

は、児童の正しい食習慣を形成することになり、また、乳幼

児期から地元食材に慣れ親しむことは、将来的な地産地消に

つながることになる。また、農作物への関心を持つことによ

り、農業への興味と理解を深めることを期待する。 
 

８ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 
 

９ 構造改革特別区域において実施し、またはその実施を促進しようと

する特定事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実

施に関し地方公共団体が必要と認める事項 

＜学校給食事業＞ 
学校給食センターで保育所の給食を調理することにより、一元

的な食材調達や調理員の合理的配置が可能となり、光熱費等の経

費や、調理コストの節減を図る。また、既存の学校給食センター

を統合改築することにより、 新の衛生設備で給食を調理するこ

とが可能となり、食の安全安心を提供する。 
 

＜地産地消事業＞ 
地元食材を給食に使用することにより、安全・安心を幼児に提

供するとともに、食材の確保、生産者・生産品の拡大を図り、地

産地消の推進を図る。 
 

＜食育事業＞ 
平成２１年３月に作成した『北名古屋市食育推進計画』に基づ

き、①子供からの食育の推進、②バランスの取れた食事の推進

を図り、保育所・小学校･中学校の一貫した食育教育を推進する

ことにより、望ましい食習慣の定着や、心身の健全な育成を図り、

(3) 乳幼児期からの一貫した食育と地産地消に取り組むことは、

児童の正しい食習慣を形成することになり、また、乳幼児期か

ら地元食材に慣れ親しむことは、将来的な地産地消につながる

ことになる。また、農作物への関心を持つことにより、農業へ

の興味と理解を深めることを期待する。 

 

８ 特定事業の名称  

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し、またはその実施を促進しようと

する特定事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実

施に関し地方公共団体が必要と認める事項  

＜学校給食事業＞  

学校給食センターで保育所の給食を調理することにより、一元

的な食材調達や調理員の合理的配置が可能となり、光熱費等の経

費や、調理コストの節減を図る。  

 

 

 

＜地産地消事業＞  

地元食材を給食に使用することにより、安全・安心を幼児に提

供するとともに、食材の確保、生産者・生産品の拡大を図り、地

産地消の推進を図る。 

  

 

＜食育事業＞  

保育所・小学校･中学校の一貫した食育教育を推進することによ

り、望ましい食習慣の定着や、心身の健全な育成を図り、子ども

たちの健やかな成長に資する。  
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子どもたちの健やかな成長に資する。特に、保育所では乳幼児期

に必要な食育目標を定めて推進していく。 
 
 

 

現在、食育ガイドラインを策定中のため、策定後はガイドライ

ンに沿った食育プログラムを保育所が作成し、乳幼児の発達に応

じた指導を実施できるように整備し、保育の充実を図る。 
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